
郊郊郊郊郊郊郊郊郊郊郊郊郊郊郊郊郊

秀
長
、多
武
峰
か
ら
遷
座
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大
和
郡
山
市
）

莢莢

莢莢
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住
所
）
大
和
郡
山
市
南
郡
山
町
６
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（
祭
神
）
藤
原
鎌
足
公

（
例
祭
）

月

日

（
交
通
）
近
鉄
郡
山
駅
か
ら
奈
良
交
通
バ

ス
・
大
和
小
泉
駅
東
口
行
き
な

ど
で
「
大
職
冠
」
下
車
。
西
北

へ
徒
歩
約

分
。
駐
車
場
な
し

（
拝
観
）
境
内
自
由

大織冠鎌足神社の拝殿‖大和郡山市南郡山町で

郡
山
城
（
大
和
郡
山
市
）

の
西
北
の
丘
陵
地
に
、
祭
神

を
藤
原
鎌
足
公
と
す
る
大

織
冠
鎌
足
神
社
が
鎮
座
し

ま
す
。
大
織
冠
は
鎌
足
公
の

冠
位
、
尊
称
で
す
。

談
山
神
社
文
書
（
「
大
和

志
料
」
所
収
）
な
ど
に
よ
る

と
、
１
５
８
５
（
天
正

）

年
９
月
郡
山
の
地
に
百
万
石

の
太
守
と
し
て
入
城
し
た
豊

臣
秀
長
は
、
豊
臣
政
権
の
権

威
付
け
と
郡
山
城
の
鎮
守
と

し
て
桜
井
市
の
多
武
峰
に
あ

る
大
織
冠
鎌
足
公
の
御
神
霊

を
郡
山
に
移
そ
う
と
し
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
多
武
峰
一
山

の
反
対
に
あ
い
、
な
か
な
か

実
現
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
こ
で
秀
長
は
１
５
８
７

（
天
正

）
年

月
郡
山
新

多
武
峰
の
社
殿
を
郡
山
城
の

西
方
丘
陵
地
に
造
営
し
、
翌

年
４
月
に
遷
座
さ
せ
る
と
い

う
強
硬
手
段
に
訴
え
ま
し

た
。
し
か
し
、
帰
山
運
動
が

起
こ
り
、
秀
長
の
病
気
に
際

し
て
も
大
織
冠
の
祟
り
で
あ

る
と
訴
え
、
つ
い
に
１
５
９

０
（
天
正

）
年

月
帰
山

が
許
さ
れ
ま
し
た
。
郡
山
遷

座
は
わ
ず
か
３
年
足
ら
ず
に

終
わ
っ
た
の
で
す
。

帰
山
後
も
一
部
の
衆
徒
や

地
元
の
人
々
に
よ
っ
て
鎌
足

公
の
御
分
霊
を
祭
り
、
大
織

冠
宮
と
称
し
て
い
ま
し
た
。

１
７
８
９（
寛
政
元
）年
、

郡
山
城
主
柳
澤
保
光
に
よ
り

現
在
地
に
移
さ
れ
た
の
が
今

の
大
織
冠
鎌
足
神
社
で
、
霊

験
あ
ら
た
か
な
神
と
し
て
崇

拝
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

今
も
市
内
に
「
大
職
冠
」

「
藤
原
町
」
と
鎌
足
公
由
来

の
地
名
を
留
め
て
い
ま
す
。

（
奈
良
ま
ほ
ろ
ば
ソ
ム
リ
エ

の
会
会
員

森
田
康
義
）


